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１．はじめに

　明治初期の中国語教育に関して、何盛三（1935）・安藤彦太郎（1958）・六角恒広（1988）・朱全安（1997）・

中嶋幹起（1999）・野中正孝（2008）などの先行研究がある。諸先学によると、明治初期の中国語教

育は鄭永寧・頴川重寛のような長崎唐通事出身者によって進められるとされる。

　ところで、唐通事について、中村質（1989）は次のように述べている。

近世の長崎や薩摩藩・琉球王府などに置かれた中国語の通訳官。長崎では、奉行が慶長九年

（一六◯四）に在留明人の馮六（馮六官）をこれに任じて以来、和語に通じた有力在留明人

とその子孫を世襲的に任用した。（筆者注：中略）機能は単なる通訳官ではなく、通訳業務

のほか、正徳五年（一七一五）以降通商許可証である信牌をその名で発給し、大通事林梅卿

により宝暦末期から唐金銀が輸入されたのをはじめ、輸出入品の評価に加わり、船別の取引

銀高を具申し一部裁量するなど商務官的な性格が強く、唐人の監視統制にあたる。

　つまり、唐通事は日本側に設置された唐船貿易の商務官であり、通訳などの業務を担当する者であ

る。

　そこで、唐通事出身者によって進められた明治初期の中国語教育を検討するに先立ち、唐通事によっ

て担当された唐船貿易の状況を明らかにしておきたい。そこで本稿では、唐船貿易において唐船の出

航地と唐船乗組員の出身地を焦点にして検討してみたい。

２．唐船の出航地

２．１　唐船の出航地を記録した史料

　唐船の出航地などを記録した史料について、岩生成一（1953）は次のように述べている。

近世日支貿易に関する日本文の計数的史料にして、管見に上るものは極めて少い。殊にその

中期以前の船数については前述の諸書に引用列挙されたものゝ他に、先づ華夷変態八十冊と

唐通事会所日録九冊を挙げねばならぬ。前者は内閣文庫に所蔵され、三十五巻八十冊の大部

に上り、関係年代は正保年代から享保二年（一七一七年）に亘り、長崎来航船毎に、一々そ

の出帆地の情報を徴したもので、直接貿易に関する記事は余り多くないが、来航船の出帆地、

来航経路や船主、船長、客商など乗組員に関する貴重な資料は必ず書き込まれてゐる。唐通

事会所日録は、長崎博物館の所蔵にして、十冊中第二巻を欠ぎ、寛文三年（一六六三）から

唐船貿易における唐船の出航地と唐船乗組員の出身地について
――明治初期中国語教育の背景――

張　　　照　旭
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正徳五年（一七一五）に及んでゐて、貿易品に関する計数的記事は少ないが、貿易手続きや

其の運営、船数に関しては重要な記事を含んでゐる。

　ここでは、来航唐船の出航地について『華夷変態』といった史料が挙げられている。

　林春勝・林信篤編、浦廉一解説（1981）は東洋文庫刊行本『華夷変態』の再版である。『華夷変態』

の概要について林春勝・林信篤編、浦廉一解説（1981）の「序」は次のように述べている。

ここに「華夷變態」といふのは、徳川幕府の鎖國體制下に於ける海外風説の集成書に與へら

れた書名である。風説書は概して外地の商人からもたらされた報告で、所謂唐船風説書であ

る。中にはまま和蘭陀風説書も雜つてゐる。殊に初期の分には往々にして彼の地に於ける勅

諭・咨文・檄文・時務論策等をも含んでゐる。年代はわが正保元年（清の順治元年、西暦一

六四四年）から享保九年（雍正二年、一七二四年）までで、その間八十年に及んでゐる。そ

のこれを華夷變態と名づけたのは明清鼎革の際に當り、夷を以つて華を猾す變態と見たから

である。本書の編者は幕府の儒官林春齋及び鳳岡の父子であつた。ところがその續編になる

と「崎港商説」と改題してある。そこで浦廉一教授はその解説に於いて、永年にわたる唐船

風説書の輯綴の名稱としては「崎港商説」の方が適はしいといふことであるが、清朝はこの

後も實際續いてゐるのであるから、これを總稱して「華夷變態」と題しておいても差支へな

いであらう。

　つまり、『華夷変態』は鎖国時代に長崎に来航した外国の貿易船がもたらした海外情報の記録であり、

海外「風説書」の集成書である。

　林春勝・林信篤編、浦廉一解説（1981）を利用し、来航唐船の出航地を検討してみる。例えばつぎ

のとおり。

　貞享５年（1688）の唐船「風説書」に「四番寧波船之唐人共申口」がある。「風説書」は「四番寧

波船」の渡航情報について次のように述べている。

私共船之義、唐人數四拾貳人乗り組申候而、寧波を二月廿二日に出船仕申候所に、（筆者注：

変体仮名を通行の仮名に改めた）

　「寧波を二月廿二日に出船仕申候所に」とあるように、「風説書」によって唐船の出航地を知ること

ができる。

　本稿ではこのように、岩生成一（1953）の指摘を踏まえ、『華夷変態』を資料として唐船の出航地

を調査していきたい。取り扱った『華夷変態』は林春勝・林信篤編、浦廉一解説（1981）による。

２．２　唐船名と実際の出航地

　２．１節で挙げた貞享５年（1688）の唐船「風説書」・「四番寧波船之唐人共申口」とあるように、

文献において唐船は地名が冠せられているように思われる。林春勝・林信篤編、浦廉一解説（1981）

は「華夷変態解題（説）」において、唐船の名付けについて次のように述べている。
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「唐通事會所日録」「華夷變態」「崎港商説」等に載録せられたる唐船の名稱には、國姓船、

錦舎船等の如く、その派遣者名を以て船名としたものも少數あるが、その大部分は、山東、

南京、舟山、普陀山、寧波、台州、温州、福州、泉州、厦門（思明州）、東寧（高砂、臺灣）、

漳州、沙埕、安海、潮州、廣東、高州、海南等の、山東、江蘇、浙江、福建、廣東の中國頻

海五省に亙る「澳門」をのぞく地名、竝に東京、安南、廣南、占城、柬埔寨、暹羅、六崑、

宋居朥、大泥、麻六甲、咬𠺕𠺕𠺕、𠺕𠺕等の、「𠺕𠺕𠺕𠺕𠺕」をのぞく所𠺕南𠺕𠺕地𠺕𠺕𠺕の

地名が冠せられて居る。

　つまり、『華夷変態』などにおいて地名を冠して唐船の名称を付けている。

　唐船の名称として冠せられた地名は、長崎来航に際しての出航地と、どのように関係しているかに

ついて、林春勝・林信篤編、浦廉一解説（1981）は「華夷変態解題（説）」で次のように述べている。

然しこの唐船名は、唐船それ自體の固有船名ではなく、その年長崎渡航に際しての、起帆地

名そのものを船名としたもので、例えば「南京船」「廣東船」と云うは、「南京出し船」「廣

東出し船」である。

そしてその地名も、起帆地そのものを直接指す場合もあり、起帆地一帯の總括的名稱を採つ

た場合もある。例えば「南京船」と呼んだものには、南京は勿論鎮江、淮安、常州、揚州、

蘇州、上海、松江出帆の船をも含んで居るが如きである。

　つまり、唐船の名称として冠せられた地名は、出航地そのものを直接指す場合もあり、出航地一帯

の総括的地名を指す場合もある。

　そこで「南京船」を例として、唐船名と実際の出航地との関係を検討してみる。

　貞享５年（1688）の唐船「風説書」において「南京船」と名乗った唐船は22艘である。それらの「風

説書」を掲載すれば、それぞれ次の①～㉒のようになっている。

①「五番南京船之唐人共申口」

　 今度南京之内、上海と申所に而、唐人數五拾壹人乗組候而、當月六日に出船仕申候（筆者

注：変体仮名を通行の仮名に改めた、下線は筆者、以下②～㉒同様）

②「七番南京船之唐人共申口」

　 今度も南京之内、上海と申所に而、唐人數三拾八人乗組申候而、當二月廿一日に上海を出

船いたし

③「拾番南京船之唐人共申口」

　 私共船之儀、南京之内上海と申所におゐて、唐人數四拾五人乗り組、當月十一日、彼地致

出船渡海仕申候

④「拾壹番南京船之唐人共申口」

　 此度も南京之内上海と申所に而、唐人數六拾四人乗組申、當月十一日に上海出船仕候

⑤「拾五番南京船之唐人共申口」
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　�私共船之儀は、南京之内上海と申所に而仕出し、唐人數四拾五人乗り組み申候而

⑥「三拾番南京船之唐人共申口」

　�私共船之儀者、南京之内上海と申所に而、唐人數五十八人乗り候而、五月八日に上海出船

仕候

⑦「四十四番南京船之唐人共申口」

　�私共船之儀は、南京之内上海と申所に而仕出し渡海仕候、唐人數五拾人乗り組、五月八日

に上海出船仕

⑧「七拾四番南京船之唐人共申口」

　私共船は、南京之内、上海と申所に而仕出し申候

⑨「八拾六番南京船之唐人共申口」

　私共船之儀は、南京之内上海と申所に而仕出し罷渡申候船に而御座候

⑩「八拾九番南京船之唐人共申口」

　�私共船之儀、南京之内上海と申所におゐて仕出し、唐人數四十七人乗組、當月十一日に上

海出船仕候

⑪「九拾壹番南京船之唐人共申口」

　�私共船之儀、南京之内上海と申所に而仕出し申候船に而御座候、上海に而唐人數貳十七人

乗組、當月六日に彼地致出船罷渡申候

⑫「百貳拾三番南京船之唐人共申口」

　私共船は南京之内上海と申所において仕出し、唐人數六拾人乗り組

⑬「百三拾三番南京船之唐人共申口」

　�私共船之儀、南京之内上海と申所に而仕出し、唐人數四拾九人乗組候而、當月朔日に上海

出船仕致渡海候

⑭「百三拾六番南京船之唐人共申口」

　�私共船は南京之内上海と申所におゐて仕出し罷渡り申候、則上海に而唐人數五拾壹人乗り

組、當六月廿九日に彼地出船仕申候

⑮「百五拾三番南京船之唐人共申口」

　�私共船之儀、南京之内上海と申所におゐて仕出し罷渡申候、唐人數七拾五人乗組、當月三

日に上海出船仕致渡海候

⑯「百五拾四番南京船之唐人共申口」

　�私共船は、南京之内上海と申所に而仕出し、唐人數三十七人乗組、當月三日に彼地出船仕

致渡海候

⑰「百六拾九番南京船之唐人共申口」

　私共船之儀は、南京之内上海と申所にて仕出し罷渡り申候
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⑱「百七拾壹番南京船之唐人共申口」

　 私共船は南京之内上海と申所に而仕出し、唐人數六拾七人乗り組、當十三日に上海出船仕

申候

⑲「百七拾五番南京船之唐人共申口」

　 私共船之儀は、南京之内上海と申所に而仕出し、唐人數八拾貳人乗り組、當七月廿二日に

無類船、私ども船一艘出船仕致渡海候

⑳「百七拾九番南京船之唐人共申口」

　 私共船は南京之内上海と申所にて仕出し罷渡り申候、則於上海に、唐人數六拾五人乗り組、

當七月六日に上海出船仕候

㉑「百八拾壹番南京船之唐人共申口」

　私共船は、南京之内上海と申所に而仕出し

㉒「百九拾四番南京船之唐人共申口」

　 私共船は、南京之内上海と申所に而仕出し、唐人數百拾一人乗り組、當七月十二日に致出

船

　下線部「南京之内上海」とあるように、唐船の出航地は「上海」ではないかと思われる。貞享５年

（1688）において、22艘の唐船は「南京船」と名乗っていたが、実際の出航地は「上海」である。な

ぜ「南京船」と名乗ったかというと、「起帆地一帯の總括的名稱を採つた場合もある」からであろう。

唐船名は必ずしも実際の出航地を指すとは限らないであろう。したがって、本稿では唐船名に依らず

「風説書」の記載によって実際の出航地を判明していきたい。

２．３　年間来航した唐船の船数

　２．１節で述べたように、史料『華夷変態』は海外「風説書」の集成書であり、唐船「風説書」の

記載によって唐船の渡航情報を知ることができる。

　そこで、貞享５年（1688）の唐船「風説書」を例として年間来航した唐船の総数について検討して

みる。

　貞享５年（1688）の唐船「風説書」は191冊ある。その唐船「風説書」はそれぞれ「三番寧波船之

唐人共申口」・「四番寧波船之唐人共申口」・「五番南京船之唐人共申口」・「六番温州船之唐人共申口」

……「百九拾壹番廣南船之唐人共申口」・「百九拾貳番寧波船之唐人共申口」・「百九拾三番廣南船之唐

人共申口」・「百九拾四番廣南船之唐人共申口」である。

　「三番寧波船」・「四番寧波船」・「五番南京船」・「六番温州船」・「百九拾壹番廣南船」・「百九拾貳番

寧波船」「百九拾三番廣南船」・「百九拾四番廣南船」とあるように、唐船「風説書」において唐船に

は番号が付けられている。文献上における唐船の番号について、林春勝・林信篤編、浦廉一解説（1981）

は「華夷変態解題（説）」で次のように述べている。
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吾國に於てはこれ等の唐船名に、その長崎入津の年次、竝にその入津の順番を附して、「子

の年壹番南京船」「丑の年拾番寧波船」などと呼稱したことは、吾國長崎關係諸文獻に疊見

する所であるが、清の汪鵬の「袖海編」にも、

又曰某番。以年之次第計之。如申年首到。則爲申一番
4 4 4

。次到則申二番
4 4 4

。

とあつてこれを指摘して居るが、これ等はすべて日本側の、長崎入津唐船の處理上の便宜に

よるものである。

　つまり、唐船に付けられた番号は年間来航した唐船の順番である。

　貞享５年（1688）の唐船「風説書」には「百九拾四番廣南船之唐人共申口」がある。「百九拾四番」

は唐船「風船書」において唐船に付けられた最大の番号である。よって、貞享５年（1688）に来航し

た唐船は少なくとも194艘ではないかと推測できよう。

　以上から、本稿で言う年間来航した唐船の船数は、文献で確実的に記載された総数ではなく、唐船

「風説書」によって知られる最多の船数である。

２．４　唐船出航地の分布

　２．１節で述べたように、本稿で取り扱った『華夷変態』は林春勝・林信篤編、浦廉一解説（1981）

による。それは正保元年（1644）から享保九年（1724）にかけての「風説書」を収録している。但し、

正保元年（1644）から貞享３年（1686）にかけての「風説書」は、唐船の来航についての記載に欠落

や省略などが多く見られる。いっぽう、貞享４年（1687）以降の「風説書」は唐船の来航を比較的に

整って記載している。そのため、本稿では貞享４年（1687）から享保８年（1723）にかけての内容を

調査していきたい。

　林春勝・林信篤編、浦廉一解説（1981）は東洋文庫刊行本『華夷変態』の再版である。再版する際

に、38冊の唐船「風説書」は増補された。増補された唐船「風説書」は、それぞれ延宝３年（1675）

は１冊、延宝６年（1678）は１冊、延宝８年（1680）は７冊、元禄７年（1694）は１冊、元禄８年（1695）

は３冊、正徳元年（1711）は25冊である。

　唐船の出航地を調査する際に、本文と補遺をすべて調べるべきである。しかし、江戸時代の書籍は

版元などによって内容が異なっている。そのため、残念ながら今回は本文のみの調査として、補遺に

ついての調査は今後の課題とする。

　以下、林春勝・林信篤編、浦廉一解説（1981）を利用して唐船の出航地を調査し、次の〔表１〕と

した。調査した年間は貞享４年（1687）から享保８年（1723）にかけての内容である。但し、補遺は

除くこととした。
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〔
表
１
〕
貞
享
４
年
（
16
87
）
か
ら
享
保
８
年
（
17
23
）
に
か
け
て
長
崎
に
来
航
し
た
唐
船
数
及
び
そ
の
出
航
地

注
1：
山
・
南
・
蘇
・
上
な
ど
の
一
字
漢
字
は
そ
れ
ぞ
れ
山
東
・
南
京
・
蘇
州
・
上
海
・
呉
淞
・
乍
浦
・
寧
波
・
普
陀
山
・
舟
山
・
華
山
・
馬
蹟
山
・
後
海
・
祠
堂
澳
・
東
関
・

定
海
・
台
州
・
温
州
・
福
州
・
長
楽
県
・
狼
崎
・
沙
埕
・
五
虎
門
・
鎮
海
・
泉
州
・
晋
江
県
・
安
海
・
厦
門
・
漳
州
・
台
湾
・
高
砂
・
潮
州
・
掲
陽
・
広
東
・
広
州
・

高
州
・
南
澳
・
新
州
・
海
南
・
瓊
州
を
表
わ
し
て
い
る
。

注
2：
『
正
徳
新
例
』
は
新
井
白
石
の
進
言
に
よ
り
正
徳
5年
（
17
15
）
出
さ
れ
た
23
項
目
の
貿
易
制
度
改
正
令
で
あ
る
。『
正
徳
新
例
』
に
よ
っ
て
唐
船
数
は
年
間
30
艘
に

制
限
さ
れ
、「
信
牌
」
制
度
が
実
施
さ
れ
た
。
詳
し
く
は
栗
田
元
次
（
19
52
）
や
松
浦
章
（
19
72
）
な
ど
を
参
考
に
さ
れ
た
い
。
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唐船貿易における唐船の出航地と唐船乗組員の出身地について－明治初期中国語教育の背景－　　張　照旭

　〔表１〕の作成方法について説明していきたい。

　（Ⅰ）〔表１〕の横軸は唐船の出航地、縦軸は年代を記している。横軸の山・南・蘇・上・呉・乍な

どの一字漢字はそれぞれ山東・南京・蘇州・上海・呉淞・乍浦・寧波・普陀山・舟山・華山・

馬蹟山・後海・祠堂澳・東関・定海・台州・温州・福州・長楽県・狼崎・沙埕・五虎門・鎮海・

泉州・晋江県・安海・厦門・漳州・台湾・高砂・潮州・掲陽・広東・広州・高州・十二門・南澳・

新州・海南・瓊州を表わしている。横軸と縦軸の交差欄に記載した数字は唐船数である。

　（Ⅱ）中にある旧い地名の位置は臧励酥（1931）による。例えば「高州」について、臧励酥（1931）

は次のように述べている。

 　　�　【高州】南朝梁置。治高涼。在今廣東陽江縣西三十里。（筆者注：中略）明爲高州府。清因之。

 　　�　【高州】南朝梁の時代に設置。高涼を管理する。今の広東省陽江県から西に30里。（筆者注：

中略）明朝は高州府を設置した。清朝は明朝に因る。（筆者注：日本語訳は筆者）

 　　�　つまり、「高州」は今の広東省陽江県から西に30里に位置している。

　（Ⅲ）唐船の出航地は方言区により二重線で分けている。方言区の区分は中国社会科学院・オース

トラリア人文科学院（1987）による。呉語区を例として説明していたいきい。

 　　�　中国社会科学院・オーストラリア人文科学院（1987）が「図B9　呉語」についての説明によ

ると、呉語の分布区域はおよそ次のようである。

　　太湖片

　　　毗陵小片

　　　　江蘇：常州市　武進一部　丹陽　金壇一部　溧陽　宜興　江陰一部　沙洲一部　靖江一部　南通県一部

　海門一部　啓東一部　高淳一部

〔図１〕貞享４年（1687）から享保８年（1723）にかけて長崎に来航した唐船数及びその出航地の推移
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　　　蘇滬嘉小片

　　　　江蘇：南通県一部　如東一部　沙洲一部　啓東一部　海門一部　常熱市　無錫市　無錫県　蘇州市　

呉県　呉江　昆山　太倉

　　　　上海市：上海市区　上海県　嘉定　宝山　川沙　南匯　奉賢　松江　金山　青浦　崇明

　　　　浙江：嘉興市　嘉善　桐郷　平湖　海塩　海寧

　　　苕溪小片

　　　　浙江：湖州市

　　　杭州小片

　　　　浙江：杭州市一部

　　　臨紹小片

　　　　浙江：臨安一部　富陽　蕭山　桐廬　建徳一部　紹興市　諸暨　嵊県　新昌　上虞　余姚　慈

溪

　　　甬江小片

　　　　浙江：寧波市　鄞県　奉化　寧海一部　象山　鎮海　定海　普陀　岱山　嵊泗

　　台州片

　　　　浙江：臨海　三門　天台　仙居　黄岩　椒江市　温嶺　玉環　楽清一部　寧海一部

　　甌江片

　　　　浙江：楽清一部　永嘉　温州　甌海　瑞安　平陽一部　蒼南一部　文成一部　泰順一部　洞頭一部　玉

環一部　青田一部

　　婺州片

　　　　浙江：金華市　蘭溪　浦江　義烏　東陽　磐石　永康　武義一部　建徳一部

　　処衢片

　　　処州小片

　　　　浙江：麗水　縉雲　宣平一部　雲和　景寧畬族自治県　文成一部　青田一部　泰順一部　慶元一部

　　　龍衢小片

　　　　浙江：龍泉　慶元一部　松陽　遂昌　衢州市　龍遊　開化　常山　江山

　　　　江西：上饒市　上饒県　玉山　広豊　徳興一部

　　　　福建：浦城一部（筆者注：下付きの「一部」は筆者、下位行政区画を指している）

　以上から、唐船出航地の「蘇州」・「上海」などは呉語区である。

　なお、中国社会科学院・オーストラリア人文科学院（1987）の「図B13　広東省的漢語方言」によ

ると、現在の広東省は主として「粵語」であるが、その中に「客家話」は挟んでいる。そこで、「粵語」

と「客家話」を一括して「粵語」区・「客家話」区と考えておきたい。

　（Ⅳ）唐船貿易では「柬埔寨」・「暹羅」・「六崑」・「宋居朥」・「咬留吧」・「麻六甲」・「大泥」・「万丹」
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からの唐船もある。そういうところは中国の域外なので、「其他」の欄に置いた。

　（Ⅴ）貞享５年（1688）を例として「不詳」の欄について検討してみる。

 　　�　２．３節で述べたように、貞享５年（1688）の唐船「風説書」は191冊ある。唐船「風説書」

はそれぞれ「三番寧波船之唐人共申口」・「四番寧波船之唐人共申口」・「五番南京船之唐人共申

口」・「六番温州船之唐人共申口」……「百九拾壹番廣南船之唐人共申口」・「百九拾貳番寧波船

之唐人共申口」・「百九拾三番廣南船之唐人共申口」・「百九拾四番廣南船之唐人共申口」である。

その中に「一番」・「二番」・「九番」唐船の「風説書」は欠如している。唐船「風説書」がない

ので、唐船の渡航情報は確認できない。よって、「不詳」の欄に数字「３」を記入した。

　上のような作業を経て〔表１〕を作成した。

　〔表１〕の後ろの〔図１〕「貞享４年（1687）から享保８年（1723）にかけて長崎に来航した唐船数

及びその出航地の推移」は〔表１〕によって転換した推移図である。

　次に、〔表１〕と〔図１〕に基づき、唐船の出航地について検討していきたい。

　（ⅰ）船数に関して言えば、貞享４年（1687）は136艘、元禄２年（1689）は79艘、元禄11年（1698）

は71艘、元禄14年（1701）は66艘、宝永６年（1709）は57艘、正徳元年（1711）は62艘、享保

２年（1717）は43艘、享保４年（1719）は36艘、享保８年（1723）は34艘である。全体的には

減少していく傾向が見られる。

　（ⅱ）貞享４年（1687）・貞享５年（1688）・元禄６年（1693）・元禄16年（1703）・宝永３年（1706）

において、閩語区からの唐船はそれぞれ55艘・95艘・31艘・18艘・12艘であり、一番多い。

　（ⅲ）元禄２年（1689）・元禄３年（1690）・元禄４年（1691）・元禄５年（1692）・元禄７年（1694）・

元禄８年（1695）・元禄９年（1696）・元禄10年（1697）・元禄11年（1698）・元禄12年（1699）・

元禄13年（1700）・元禄14年（1701）・元禄15（1702）・元禄17年（1704）・宝永２年（1705）・宝

永４年（1707）・宝永５年（1708）・宝永６年（1709）・宝永７年（1710）・正徳元年（1711）・享

保２年（1717）・享保３年（1718）・享保４年（1719）・享保５年（1720）・享保６年（1721）・享

保７年（1722）・享保８年（1723）において呉語区からの唐船は一番多く、それぞれ35艘・36艘・

49艘・30艘・25艘・26艘・19艘・36艘・42艘・49艘・40艘・50艘・25艘・17艘・35艘・11艘・

14艘・68艘・28艘・28艘・４艘・33艘・18艘・23艘・28艘・27艘・27艘である。

　（ⅳ）元禄３年（1690）・元禄４年（1691）・元禄５年（1692）・元禄６年（1693）・元禄７年（1694）・

元禄９年（1696）・元禄10年（1697）・元禄11年（1698）・元禄13年（1700）において官話区から

の唐船はわずかであり、それぞれ２艘・１艘・２艘・１艘・１艘・２艘・４艘・１艘・１艘で

ある。それ以外の年度において官話区からの唐船は見られない。

　（ⅴ）享保２年（1717）から享保８年（1723）まで呉語区からの唐船は一番多く、それぞれ33艘・

18艘・23艘・28艘・27艘・27艘である。25艘前後に揺れている。
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 　　 　いっぽう、享保２年（1717）から享保８年（1723）まで官話区、閩語区、粵語区・客家話区

からの唐船はわずかである。

　上の（ⅰ）～（ⅴ）をさらに纏めてみると、次の①～④のようになる。

　　①唐船数は全体的に減少する傾向である。

　　②年度によって、閩語区からの唐船は一番多い時があるが、全体的に見られば、呉語区からの唐

船が一番多く、圧倒的な多数を占めている。

　　③官話区からの唐船はわずかである。

　　④唐船の出航地は呉語区に限定する傾向が見られる。

　以上、『華夷変態』によって貞享４年（1687）から享保８年（1723）までの唐船出航地を調査した。

結果は呉語区からの唐船が一番多く、しかも呉語区に限定される傾向が見られる。

３．唐船乗組員の出身地

３．１　唐船乗組員の出身地を記録した史料

　２節では史料『華夷変態』を利用して唐船の出航地を調査した。次に唐船乗組員の出身地について

検討していきたい。唐船乗組員の出身地を記録した史料について、中村質（1971）は次のように述べ

ている。

唐船の乗組員については、船頭に関する限り、延宝二（一六七四）年から享保九（一七二四）

年まで、尤も初期と末期には欠落年次や省略の船も多いが、幕府に進達された唐船風説書等

を編綴した『華夷変態』によって、各船の船頭氏名・渡航前歴・起帆地及び航海記事・乗組

員数などが知られ、ほぼ同時期の長崎滞在中の取引や客・水夫などの動きは『唐通事会所日

録』に具体的である。その後正徳五（一七一五）年から幕府までの船頭名と起帆地は「信牌

方記録」・「割符留帳」・「信牌数覚書」・「販銀額配銅之数」等の未刊文書や『明安調方記』等

によって、ほぼその全容を知ることが出来、これら船頭と起帆地の関係は、夙に来航商人の

資本系譜、信牌制度―起帆地別隻数制限―等の観点から、先学の考察の対象とされてきた。

しかしながら、各船の全乗組員の氏名・職掌・年令・宗旨・出身地・貨物の保有状況など、

唐船の人的構成を示す具体的史料は、積荷帳の存在よりはるかに稀少で、前記漂着船のいく

つかにその例を見出すのみである。

　つまり、史料『華夷変態』などによって、唐船の出航地・船頭氏名・乗組員数などは知られる。し

かし、乗組員の氏名・職掌・出身地などは具体的に示されない。唐船の乗組員の構成を示す具体的史

料は漂着船の少数の例しかない。

　田中謙二・松浦章（1986）・松浦章（1989）・大庭脩（1990）・松浦章（2011）はそういう漂着唐船
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の資料集である。

　田中謙二・松浦章（1986）は文政９年（1826）遠州榛原郡下吉村（現静岡県榛原郡吉田町、本書の

解題による）に漂着した「得泰船」の資料を収録している。その中の「唐船漂流民護送往復文書」は

「得泰船」の乗組員の情報について次のように記録している。

　　船主　劉景箔　在留長崎　年五十四才　杭州人

　　仝　　楊啓堂　　　　　　年二十七才　平湖人

　　財副　朱柳橋　　　　　　年四十八才　杭州人

　松浦章（1989）は寛政元年（1789）土佐に漂着した「安利船」の資料を収録している。その中の「護

送日記」は「安利船」の乗組員の情報について次のように記録している。

　　船主　朱心如　年三十三歳　杭州人　祀媽祖

　　財副　丁醒斎　仝五十三歳　湖州人　仝

　　夥長　林徳海　仝四十六歳　福清人　仝

　大庭脩（1990）は安永９年（1780）安房千倉に漂着した「南京船元順号」の資料を収録している。

その中の「遊房筆語」は「南京船元順号」の乗組員の情報について次のように記録している。

　　船主　　沈敬瞻　年四十二歳　蘇州　祀媽祖

　　財福　　顧寧遠　年二十九歳　松江　仝

　　副船主　方西園　年四十五歳　新安　仝

　松浦章（2011）は文化12年（1815）豆州に漂着した「南京永茂船」の資料を収録している。その中

の「清舶筆談」（三冊）は「南京永茂船」の乗組員の情報について次のように記録している。

　　船主　張秋琴　在留長崎

　　仝　　楊秋棠　年三十七歳　平湖人　祀媽祖

　　財副　陶粟橋　年二十四歳　海塩人　仝

　上記のように、「江戸時代漂着唐船資料」は唐船乗組員の出身地や職掌を記録している。本稿では

中村質（1971）の指摘を踏まえ、「江戸時代漂着唐船資料」を利用して乗組員の出身地や職掌を調べ

ていきたい。

３．２　唐船乗組員の地域的な分布

　上述の４つの資料を利用し、唐船乗組員の職掌や出身地を調べてみると、次の〔表２〕のようにな

る。
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〔表２〕唐船乗組員の職掌と出身地

注1：地名の無・蘇・浙・松などの一字漢字はそれぞれ無錫・蘇州・浙江・松江・平湖・海鹽・杭州・湖州・
寧波・鄞県・慈溪・鎮海・新安・寧徳・福州・閩県・候官・長楽・福清・恵安・厦門・同安・龍溪を表
わしている。

注2：「船主」：唐船の荷主に代わって貿易業務の一切を主宰するもの。「財副」：積荷の管理にあたり、船主を
補佐する重要職。「搭份」：人を使う役、隨使の長。「隨使」：随員であるが、下僕を含むか。「夥長」：航
海の技術面を担当する長、航海士。「總官」：船主の事務を処理して、船員を統率する、いわば事務長。「目
侶」：一般船員をいう。

 
�  呉語区 閩語区 不 合 

年号 西暦 船名 職掌 無 蘇 浙 松 平 海 杭 湖 寧 鄞 慈 鎮 新 寧 福 閩 候 長 清 恵 厦 同 龍 詳 計 

�  �  �  船主 �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 

�  �  �  副船主 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 

�  �  �  財副 �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 

�  �  �  附搭 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  0 

�  �  �  隨使 �  5 �  1 �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  7 

   
小計 10 0 0 

 
安永 9 年 1780 元順 總官 �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  2 

�  �  �  夥長 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  1 

�  �  �  舵工 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  2 �  �  �  2 

�  �  �  目侶 �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  20 �  �  �  �  �  30 12 �  �  63 

�  �  �  炮手 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  0 

   
小計 2 66 0 

 
�  �  �  合 0 6 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 21 0 0 0 0 0 33 12 0 

0 78 

   
計 12 66 

�  �  �  船主 �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 

�  �  �  副船主 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  0 

�  �  �  財副 �  �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 

�  �  �  附搭 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  0 

�  �  �  隨使 �  4 �  �  �  �  3 3 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  10 

   
小計 12 0 0 

 
寛政元年 1789 安利 總官 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  1 

�  �  �  夥長 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  1 

�  �  �  舵工 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 1 �  �  �  �  �  2 

�  �  �  目侶 �  �  �  �  �  �  �  �  3 �  �  �  �  1 12 7 7 19 12 �  �  �  �  �  61 

�  �  �  炮手 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  0 

   
小計 3 62 0 

 
�  �  �  合 0 4 0 0 0 0 4 4 3 0 0 0 0 1 12 8 7 20 14 0 0 0 0 

0 77 

   
計 15 62 

�  �  �  船主 �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 

�  �  �  副船主 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  0 

�  �  �  財副 �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 

�  �  �  搭份 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  1 

�  �  �  隨使 �  1 �  �  3 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  4 8 

   
小計 6 1 4 

 
文化 12 年 1815 永茂 總官 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  1 

�  �  �  夥長 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  1 

�  �  �  舵工 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  2 1 �  �  �  �  �  3 

�  �  �  目侶 1 0 0 0 5 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 9 7 16 4 0 0 17 0 �  65 

�  �  �  炮手 �  �  �  �  7 �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  9 

   
小計 19 60 0 

 
�  �  �  合 

計 

1 1 0 0 16 1 0 0 2 1 2 1 0 0 1 11 8 19 5 0 0 17 0 
4 90 

 
          25         61 

�  �  �  船主 �  �  �  �  1 �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  2 

�  �  �  副船主 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  0 

�  �  �  財副 �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  2 

�  �  �  附搭 �  �  �  �  4 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 1 �  �  �  �  �  �  6 

�  �  �  隨使 �  7 �  �  1 �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  1 1 1 �  �  �  �  �  �  12 

   
小計 16 6 0 

 
文政 9 年 1826 得泰 總官 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  �  �  1 

�  �  �  夥長 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  �  �  �  1 

�  �  �  舵工 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  1 �  �  �  1 �  �  2 

�  �  �  目侶 �  1 �  �  7 �  0 0 2 1 �  �  �  0 0 17 13 6 5 1 �  31 1 �  85 

�  �  �  炮手 �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  0 

   
小計 11 78 0 0 

   
合 

計 

0 8 � 0 0 13 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 19 16 10 5 1 0 32 1 
0 111 

�  �  �  27 � � � � 84 
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　〔表２〕「唐船乗組員の職掌と出身地」の作成方法について説明していきたい。

　（Ⅰ）〔表２〕は二重線で４段に分け、年代順で漂着唐船の情報を並べている。一番目は安永９年（1780）

の「南京船元順号」、２番目は寛政元年（1789）の「安利船」、３番目は文化12年（1815）の「南

京永茂船」、４番目は文政９年（1826）の「得泰船」である。

　（Ⅱ）横軸は地名である。地名の無・蘇・浙・松などの一字漢字はそれぞれ無錫・蘇州・浙江・松江・

平湖・海鹽・杭州・湖州・寧波・鄞県・慈溪・鎮海・新安・寧徳・福州・閩県・候官・長楽・

福清・恵安・厦門・同安・龍溪を表している。

 　　�　横軸はさらに、方言区によって二重線で分けている。方言区の区分は同じく中国社会科学院・

オーストラリア人文科学院（1987）による。例えば、中国社会科学院・オーストラリア人文科

学院（1987）の「図B９　呉語」によると「無錫」は「呉語」区である。

　（Ⅲ）縦軸は「職掌」である。「職掌」の意味は田中謙二・松浦章（1986）に所収した野田希一録・

田中謙二訳注「得泰船筆語」（巻上）の注釈などによる。

 　　�　野田希一録・田中謙二訳注「得泰船筆語」（巻上）の注釈は「職掌」について次のように説明

している。

 　　　　船主　唐船の荷主に代わって貿易業務の一切を主宰するもの。

 　　　　財副　積荷の管理にあたり、船主を補佐する重要職。

 　　　　隨使　随員であるが、下僕を含むか。

 　　　　總官　船主の事務を処理して、船員を統率する、いわば事務長。

 　　　　夥総　夥長と総管（前出）。夥長は航海の技術面を担当する長、航海士。

 　　　　目侶　一般船員をいう。

 　　�　また、松浦章（2011）に所収された「清舶筆談」は乗組員の名簿を記録すると共に「搭份」

の意味について説明した。その説明は次のようになっている。

 　　　　人を使う役　隨使の長　　搭份　　黄振新　年三十三歳　仝

 　　�　つまり、「搭份」は人を使う役であり、隨使の長である。

 　　�　上記によって、唐船乗組員の職掌の意味がわかる。「船主」・「財副」などは貿易に関する職で

あるが、「總官」・「夥長」・「目侶」などは運航に関する職であろう。

 　　�　そのため、縦軸は職掌別によって、さらに分ける。「船主」・「副船主」・「財副」・「附搭」・「搭

份」・「随史」は１のグループであり、「總官」・「夥長」・「舵工」・「目侶」・「炮手」はもう１つの

グループである。

　（Ⅳ）文化12年（1815）の「南京永茂船」の情報であるが、松浦章（2011）に所収された「清舶筆談」

は「随史」の項で次のように述べている。

 　　　　張発裎　年二十四歳　呉広人　仝（筆者注：随史）　　胡四　　年三十三歳　江蘇人　仝

 　　　　�費茂　　年三十五歳　仝（筆者注：江蘇人）　仝　　 賈朝林　年四十五歳　仝（筆者注：
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江蘇人）　仝

 　　 　臧励酥（1931）などを調べたが、「呉広」はどこを指すかは不明である。そして、「江蘇」は

省名なので、対応する方言区画を判断するのが難しい。そこで、これらを「不詳」の欄に置いた。

　上のように〔表２〕の作り方について説明した。

　松浦章（2011）は「解題」において、「南京永茂船」では職掌によって乗組員の地域的特性が見ら

れると述べている。

　そこで、松浦章（2011）の指摘を踏まえて乗組員の出身地の方言区と職掌の関係を検討してみる。

　（ⅰ）安永９年（1780）「南京船元順号」に関して言えば、総乗組員は78人である。呉語区出身の人

は12人、閩語区出身の人は66人である。呉語区出身の人は12人であるが、10人は「船主」・「財副」・

「随使」のような貿易に関する職である。閩語区出身の人は66であるが、すべては「總官」・「夥

長」・「目侶」のような運航に関する職である。

　（ⅱ）寛政元年（1789）「安利船」に関して言えば、総乗組員は77人である。呉語区出身の人は15人、

閩語区出身の人は62人である。呉語区出身の人は15人であるが、12人は「船主」・「副船主」・「財

副」・「随使」のような貿易に関する職である。閩語区出身の人は62であるが、すべて「總官」・

「夥長」・「舵工」・「目侶」のような運航に関する職である。

　（ⅲ）文化12年（1815）「南京永茂船」に関して言えば、総乗組員は90人である。呉語区出身の人は

25人、閩語区出身の人は61人、出身不詳は４人である。閩語区出身の人は61であるが、60人は「總

官」・「夥長」・「舵工」・「目侶」・「炮手」のような運航に関する職である。

　（ⅳ）文政９年（1826）「徳泰船」に関して言えば、総乗組員は111人である。呉語区出身の人は27人、

閩語区出身の人は84人である。呉語区出身の人は27人であるが、16人は「船主」・「財副」・「附搭」・

「随使」のような貿易に関する職である。閩語区出身の人は84であるが、78人はすべて「總官」・

「夥長」・「舵工」・「目侶」のような運航に関する職である。

　上の（ⅰ）～（ⅳ）をさらに纏めてみると、次の①～③のようになる。

　　①全体的に言えば、閩語区出身の人が一番多く、圧倒的な多数を占めている。

　　② 「船主」・「副船主」・「財副」・「附搭」・「随史」のような貿易に関する職は、殆ど呉語区出身の

人である。

　　③ 「總官」・「夥長」・「舵工」・「目侶」・「炮手」のような運航に関する職は、殆ど閩語区出身の人

である。

４．終わりに

　明治初期の中国語教育は鄭永寧・頴川重寛のような長崎唐通事出身者によって進められるとされる。
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長崎唐通事は近世唐船貿易の商務官であり、中国語の通訳などを担当する者である。

　本稿では、明治初期の中国語教育を検討するに先立ち、背景として近世唐船貿易の状況をアプロー

チした。アプローチする際に、唐船の出航地と唐船乗組員の出身地を焦点にした。

　唐船の出航地については『華夷変態』が記録している。本稿で取り扱った『華夷変態』は林春勝・

林信篤編、浦廉一解説（1981）による。それを利用して調査してみると、唐船は呉語区からのものが

一番多く、呉語区に限定される傾向が見られることを明らかにした。

　次に、唐船乗組員の出身地については「江戸時代漂着唐船資料集」が記録している。「江戸時代漂

着唐船資料集」を調べてみると、唐船乗組員に関して言えば、「船主」・「副船主」・「財副」など貿易

に関する職は殆ど呉語区出身の人であることを明らかにした。

　唐船は呉語区からのものが一番多く、呉語区に限定される傾向が見られることや、唐船乗組員に関

して言えば、「船主」・「副船主」・「財副」など貿易に関する職は殆ど呉語区出身の人であることから

みれば、唐船貿易における呉語区は日本にとって最も重視された地域ではないかと思われる。唐通事

にとって呉語または呉語の下位方言は、特に重視された言語ではないかと考えられよう。

　ただし、近世日朝貿易において日本側と朝鮮側は共に通事のような職を設置し、両国の通事によっ

て貿易上のやり取りをしている。しかし、唐船貿易においてもそのような通訳のあり方を取っていた

かどうかは不明である。それについての調査は今後の課題としておきたい。
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